
１１．．  土土砂砂のの搬搬出出のの届届出出  手手続続フフロローー  
 

  

完了日から 

20 日以内 

搬出開始日より 

20 日前まで 

搬出する月の初日の 

10 日前まで 

 以 上 

発注者 

元 請 負 人 

建設工事に伴って発生す

る土砂を建設工事の区域

から搬出 

ストックヤードの設置者 

ストックヤードや仮置場

の土砂をこれらの区域か

ら搬出 

事 前 相 談 

     適  用  除  外 

①採石法，砂利採取法の認可区域で採取された土砂 

（廃土石を除く） 

②災害復旧の応急措置として行う土砂の搬出 

③法令等に基づく処分による義務の履行に伴う土砂の搬出 

④指定処分であって知事の承認を得た搬出 等  

届 出 不 要 

 未 満 

処理計画書の提出 

 

該 当 

土砂搬出の開始 

変 更 届 

 

 あらかじめ 

 

30 日以内 

書類・図面等が形式 的要件を満たす 

指導・勧告 

氏名等の公表 

土砂搬出の完了（廃止） 

完了（廃止）届の提出 

従わない 場合 

従う 

場合 

受け付け 

通 知 

（罰則）処理計画の届出を行わなかった場合 
     50 万円以下の罰金 
    変更の届出を行わなかった場合 
     30 万円以下の罰金 

[ストックヤード] 

搬出量 500ｍ3／月 

[建設工事] 

搬出量 500ｍ3／１工事 

必要に応じ 
届出事項の 

確認・現地調査 

変 更 届 

（理由書・顛末書） 

不適切な 場合 

 土砂の搬出量 

着手後の事情変更 
 500ｍ3未満 ⇒ 500m3以上 等 

届出事項の変更 
 ①届出者の名称，住所等 

②発注者の氏名，住所等 

届出事項の変更 
①搬出元となる土地の所在 

②発生する土砂の数量 

③搬出する土砂の数量の計 

④搬出する期間 

⑤搬出先の土地の所在 等 

搬出先が 管轄外 

 
事務処理市町長 

農林事務所（事業所）長 


